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山　　形　　県　　公　　報 号外(22)平成20年４月30日（水曜日）

平成20年４月30日（水）

 

号　　外（22）

  目　　　　　次  

規　　　　　則

　○山形県県税規則等の一部を改正する規則………………………………………………………（税　政　課）…１

訓　　　　　令

　○山形県県税事務取扱規程の一部を改正する訓令………………………………………………（　　同　　）…８

  規　　　　　則  

　山形県県税規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年４月30日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第67号

　　　山形県県税規則等の一部を改正する規則

　（山形県県税規則の一部改正）

第１条　山形県県税規則（昭和29年６月県規則第42号）の一部を次のように改正する。

　第４条の２第１項中「法人等」を「法人（条例第29条第６項又は第49条第３項若しくは第４項において法人と

みなされるものを含む。以下この項において同じ。）」に改め、「法人の」を削る。

　　別表１通則及び賦課徴収の項中

　「法人事業税徴収猶予
　　　　　　　　　　　通知書　第33号の２様式　法第72条の38の２　を
　　徴収猶予期間延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「法人事業税徴収猶予
　　　　　　　　　　　通知書　第33号の２様式　法第72条の38の２
　　徴収猶予期間延長

　　租税条約に基づく申立てを　　　　　　　　　法第55条の２第１項、法第55条の　に改め、同表２県民税の項

　　した法人の県民税・事業税　第33号の３様式　４第１項、法第72条の39の２第１

　　の徴収猶予通知書　　　　　　　　　　　　　項及び法第72条の39の４第１項　」

中「法人等の県民税減免申請書」を「法人県民税減免申請書」に改め、同表４不動産取得税の項中「第68条第８

項及び第10項」を「第68条第７項及び第９項」に改める。

　別記第２号様式（裏）中「信託銀行」を「信託銀行・農林中金」に改め、「・県信連」を削る。

　別記第５号様式（裏）中「信託銀行」を「信託銀行・農林中金」に改め、「・県信連」を削り、同様式の注書

中「あるのは」を「あるのは、」に改める。

　別記第33号の２様式の次に次の１様式を加える。

(毎週火・金曜日発行)
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山　　形　　県　　公　　報 号外(22)平成20年４月30日（水曜日）
　
第
33

号
の

３
様
式

租
税
条
約

に
基
づ
く

申
立
て
を

し
た
法
人
の
県

民
税
・
事

業
税
の
徴

収
猶
予
通
知

書

第
　
　
　
　
　
号

　

年
　
　
月
　
　
日

　

　
申

請
法
人
所

在
地

　
法

人
名

　
代

表
者
氏
名

　
　
　
　
　

 　
　

　
　
様

山
形
県
何
総
合

支
庁
長
　
　
　
　

　

　
　
　
　
氏
　
　

　
　
　
　
名
　
□印  

　

　
こ

の
こ
と
に

つ
い
て
、
下

記
の
と
お

り
徴
収
猶

予
の
決
定

を
し
ま

し
た
の

で
通
知
し

ま
す
。

　
こ

の
処
分
に

不
服
が
あ
る

場
合
は
、
こ

の
通
知
書
を
受

け
取
つ

た
日
の
翌

日
か
ら
起

算
し
て
60
日
以

内
に
知
事

に
対
し
て

審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
審
査
請
求

書
は
、
な
る
べ
く

上

記
の

総
合
支
庁

長
を
経
由
し

て
提
出
し

て
く
だ
さ

い
。

　
処

分
の
取
消

し
の
訴
え
は

、
こ
の
処
分

に
つ
い
て
の
審

査
請
求

に
対
す
る

裁
決
の
送

達
を
受
け
た
日

の
翌
日
か

ら
起
算
し

て
６
箇
月
以

内
に
、
山
形
県

を
被
告
と
し
て
提
起

し
な
け
れ
ば
な
り

ま

せ
ん

。

　
ま

た
、
処
分
の

取
消
し
の
訴

え
は
、
処

分
に

つ
い
て

の
審
査

請
求
に

対
す
る
裁

決
を
経
た

後
で
な

け
れ
ば
提

起
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
次
の
①

か
ら
③
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る

と

き
は

、
審
査
請
求

に
対

す
る

裁
決
を
経
な

い
で
処
分
の
取

消
し
の

訴
え
を
提

起
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す

。
①
審
査

請
求
が
あ

つ
た
日
か
ら

３
箇
月
を
経
過
し

て
も
裁
決
が
な
い

と
き
。
②
処
分
、
処

分
の

執
行
又
は

手
続
の
続
行

に
よ
り
生

ず
る
著
し

い
損
害
を

避
け
る

た
め
緊

急
の
必
要

が
あ
る
と

き
。
③
そ
の
他

裁
決
を

経
な
い
こ
と
に

つ
き
正
当
な
理
由

が
あ
る
と
き
。

地
方
税
法
第
55

条
の

地
方
税
法
第
72

条
の
39
の

適
用

条
項

の
翌
日
か

ら
１
月

を
経
過
す
る
日

ま
で

地
方
税
法
第

55
条
の

地
方
税
法
第

72
条
の

39
の

年
　

月
　
日

か
ら

徴
収

猶
予

を
す

る
期

間

摘
要

滞
納

処
分
費

加
算
金
額

延
滞
金

額
　
事

業
税
　

県
 民

 税
納

 期
 限

事
業
年

度
徴 収 猶 予 を す る 税 額

付
加
価
値

割
額

所
得

割
額

法
人
税

割
額

合
　

　
　
　
　

　
計

有
　

・
　

無
（

無
の
場
合
の
理
由

）
担

保
の

有
無
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山　　形　　県　　公　　報 号外(22)平成20年４月30日（水曜日）

　別記第73号の２様式（裏）及び別記第87号様式（裏）中「信託銀行」を「信託銀行・農林中金」に改め、「・県

信連」を削る。

　別記第92号様式（表）を次のように改める。
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山　　形　　県　　公　　報 号外(22)平成20年４月30日（水曜日）
　
第
92

号
様

式

（
表
）

年
　度

　個
　人

　県
　民

　税
　徴

　収
　取

　扱
　費

　計
　算

　書

年
　
　
月
　
　
日
　

　

　
山

形
県
何
総

合
支
庁
長
　

殿

何
　

市
町
村
長
　
　
氏
　

　
　
名
　
　
□印  
　

　

　
　

県
民
税
徴

収
取
扱
費
を

下
記
の
と

お
り
計
算

し
ま
し
た

の
で
、
山
形
県

県
税
条
例

第
40
条
第

２
項
の

規
定
に

よ
つ
て

こ
の
計
算
書
を
送

付
し
ま
す
。

年
　
　
月
　
　
日
か

ら

年
　
　
月
　
　
日
ま

で

受
付

印

摘
　
　
　
　

要
金

　
　
　
　
　
額

乗
　

　
　
　

　
率

計
算

の
基

礎
区

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
分

①
 　

　
　
　
　
　
　
　
　
円

3,
00
0円

（
平

成
20
年

度
ま

で
は

4,
00
0円

）
人

　
　
４

月
報

告
分
　
　

納 税 義 務 者 の 数

②
3,

00
0円

（
平

成
20
年

度
ま

で
は

4,
00
0円

）
×
１
/２

　
　
10

月
報

告
分
　
　

③
4,
00
0円

平
成

19
・
20

年
度
分

賦
課
決

定
を

取
り

消
し
た

納
税
義

務
者

の
数

④
3,
00
0円

平
成

21
年
度

以
降
分

計
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

円
７ 10
0

円
県
に

払
い

込
ん

だ
額

　
　
 　

　
　
　

　
　
　

あ
ん
分

率

　
0.
　

　
　
　

　
　
　

過
誤

納
金

額
市 町 村 が 支 出 し た

還
付

加
算

金
額

前
納

報
奨

金
額

山
形

県
県

税
条

例
第
40

条
第

１
項

第
５

号
に

掲
げ

る
金
額

合
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
計

４
月
報

告
時
は
　
①
－

②
－
③
－

④
10
月
報

告
時
は
　
②
－

③
－
④

平
成

18
年
度

以
前

課
税
分
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山　　形　　県　　公　　報 号外(22)平成20年４月30日（水曜日）

　別記第92号様式（裏）の記載上の注意第１項を次のように改める。

　　　１　「納税義務者の数」の項については、「４月報告分」の項の「計算の基礎」の欄には３月分の個人県民

税徴収状況報告書に記載した納税義務者の数を、「10月報告分」の項の「計算の基礎」の欄には９月分の個

人県民税徴収状況報告書に記載した納税義務者の数を記載してください。

　別記第92号様式（裏）の記載上の注意中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項から第６項までを１項ず

つ繰り上げ、第７項を削る。

　別記第98号様式中「法人等の県民税減免申請書」を「法人県民税減免申請書」に、「、法人等の県民税」を「、

法人県民税」に改める。

　別記第122号様式及び別記第123号様式（裏）中「信託銀行」を「信託銀行・農林中金」に改め、「・県信連」を

削る。

　別記第174号様式から別記第176号様式までを次のように改める。

第174号様式

　（注）　１　この計算書は、「免税証交付申請書」に必ず添付して提出してください。

　　　　２　太枠欄のみ記入してください。

免税軽油所要数量計算書（船舶用）

氏名又は名称

及び代表者氏名
第　 　 　 号免税軽油使用者証番号

機 関 の 種 類進水年月日ト ン 数船　 籍　 港船　 　 　 名船 舶 登 録 番 号

摘　要審　　　査申　　　請区　　　　　　　分

  
○ア 

機関の１時間１馬力（ＰＳ）
当 た り の 軽 油 の 消 費 数 量計

算
の
基
礎

所
要
数
量

ＰＳＰＳ○イ 軸 馬 力

時間時間○ウ １ 日 平 均 の 稼 働 時 間

年　月　日から
年　月　日まで

年　 月 　日から
年　 月 　日まで

○エ 所 要 数 量 計 算 期 間
申　

請　

分

免
税
証
交
付

日日○オ 所要数量計算期間の稼働見込日数

  所 要 数 量
○ア ×○イ ×○ウ ×○オ 

摘　要審　　　　査
稼 働 見 込
日 数

月
別

所
要
数
量
計
算
期
間
に
お
け
る
月
別
日
数

軽　 油
使 用 量

稼 働
時 間

稼 働
日 数

月
別

前　
　

年　
　

度　
　

の　
　

実　
　

績

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

11

22

33

日計 時間日計
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山　　形　　県　　公　　報 号外(22)平成20年４月30日（水曜日）

　第175号様式

　（注）　１　この計算書は、「免税証交付申請書」に必ず添付して提出してください。

　　　　２　太枠欄のみ記入してください。

　　　　３　揚水等の時間単位の作業について申請する場合は、「所要数量計算の基礎」の欄は、（　）内の項目に

ついて記載してください。

免税軽油所要数量計算書（農業用）

氏 名 又 は 名 称

及び代表者氏名
第　 　 号免税軽油使用者証番号

う　　ち

借受面積

耕　作

面　積

作物の

種　類

区　分

（地目）
耕

作

地

の

状

況

アタッチメントの名

称

機械の名称

（使用者証に記載の

あるものに限る。）

ア

タ

ッ

チ

メ

ン

ト

所
有
機
械
及
び
各
種
作
業
用

ａａ

摘　　要

審　　　　査申　　　　　　　請区　　　分

軽油消

費見込

数　量

10アール当

たりの軽油

の消費数量

面　　積

①×②×0.1
軽油消費
見込数量

（①×②）

②
10アール当
たりの軽油
の消費数量

（１時間当たりの
軽油消費数量）

①
面積

（稼働見
込時間）

作 業 名

所　
　

要　
　

数　
　

量　
　

計　
　

算　
　

の　
　

基　
　

礎

  ａ  ａ

稲　
　
　
　

作

畑

作

そ

の

他

合　　計
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山　　形　　県　　公　　報 号外(22)平成20年４月30日（水曜日）

　第176号様式

　（注）　１　この計算書は、「免税証交付申請書」に必ず添付して提出してください。

　　　　２　太枠欄のみ記入してください。

　（山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正）

第２条　山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則（平成17年12月県規則第89号）

の一部を次のように改正する。

　別記様式第１号中「法人等の県民税均等割課税免除申請書」を「法人県民税均等割課税免除申請書」に、「法

人等の県民税均等割の」を「法人県民税均等割の」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（様式に関する経過措置）

２　第１条の規定による改正前の山形県県税規則及び第２条の規定による改正前の山形県特定非営利活動法人に対

する県税の課税免除に関する条例施行規則により作成した用紙は、当分の間使用することができる。

免税軽油所要数量計算書（鉱業用・その他）

氏名又は名称

及び代表者氏名
第　 　 　 号免税軽油使用者証番号

購入年月日製造年月日型　　　式用　　　途機　　械　　名No.

摘　要審　　　査申　　　請区　　　　　　　分

  
○ア 機械の１時間１馬力当たりの軽油の消費数量

計
算
の
基
礎

所
要
数
量

ＰＳＰＳ○イ 軸 馬 力

時間時間○ウ １ 日 平 均 の 稼 働 時 間

年　月　日から
年　月　日まで

年　 月 　日から
年　 月 　日まで

○エ 所 要 数 量 計 算 期 間
申　

請　

分

免
税
証
交
付

日日○オ 所要数量計算期間の稼働見込日数

  所 要 数 量
○ア ×○イ ×○ウ ×○オ 

摘　要審　　　　査
稼 働 見 込
日 数

月
別

所
要
数
量
計
算
期
間
に
お
け
る
月
別
日
数

軽　 油
使 用 量

稼 働
時 間

稼 働
日 数

月
別

前　
　

年　
　

度　
　

の　
　

実　
　

績

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

11

22

33

日計 時間日計
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山　　形　　県　　公　　報 号外(22)平成20年４月30日（水曜日）

電話　 山形(631)2057   (631)2056

 

印刷所
印刷者

  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登

発行所
発行人

平成20年４月30日印刷
平成20年４月30日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県

  訓　　　　　令  

山形県訓令第22号

総　　務　　部

総　合　支　庁

自動車税事務所

　山形県県税事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成20年４月30日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県県税事務取扱規程の一部を改正する訓令

　山形県県税事務取扱規程（昭和38年３月県訓令第３号）の一部を次のように改正する。

　目次中「法人等の県民税及び法人の事業税」を「法人の県民税及び事業税」に改める。

　「第２節　法人等の県民税及び法人の事業税」を「第２節　法人の県民税及び事業税」に改める。

　第18条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

めがあるもの（以下「法人等」という」を「（条例第29条第６項又は第49条第３項若しくは第４項において法人とみ

なされるものを含む。以下同じ」に改める。

　第19条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、「法人の」を削り、同条中「法人等」を「法人」に、「法人の事

業税（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものに係る事業税を含む。以下法人の事業税につ

いて規定している場合について同じ。）」を「事業税」に改める。

　第20条の見出しを「（除却法人の整理）」に改め、同条中「法人等に」を「法人に」に、「当該法人等」を「当該法

人」に改める。

　第21条第１項及び第２項中「法人等」を「法人」に改め、「法人の」を削る。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。


